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お知らせ
Information－ －問

申 ･･･ 申し込み先

･･･ 問い合わせ先

市税の納付は便利で確実な『口座振替』がおすすめです　～詳しくは税務課または指定金融機関へ～

お
知
ら
せ
し
ま
す

水
道
課
か
ら
の

　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

　

現
在
の
水
道
料
金
等
は
、
町
村
合

併
前
の
旧
町
村
の
事
業
体
系
が
そ
の

ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

水
道
課
で
は
、
旧
町
村
の
事
業
体

問

申

い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ

ン
タ
ー
の
ご
案
内

　

県
で
は
、
若
年
者
や
再
就
職
が
困

難
な
中
高
年
の
方
々
な
ど
に
対
し
、

問

申
ご
利
用
く
だ
さ
い

在
宅
介
護
慰
労
金
支
給

事
業
の
ご
案
内

　

7
月
31
日
（
基
準
日
）
現
在
、
満

65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
在
宅
で
介
護

し
て
い
る
方
に
対
し
、
介
護
慰
労
金

（
10
万
円
）
を
支
給
し
ま
す
。　

　

対
象
者
は
、
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
要
介
護
者
を
在
宅
で
介
護
し
て

い
る
家
族
介
護
者
の
方
で
す
。

　

該
当
す
る
介
護
者
は
、
8
月
1
日

㈬
か
ら
31
日
㈮
ま
で
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
対
象

・
支
給
対
象
者
及
び
被
介
護
者
が
市

　

内
に
居
住
し
て
い
る
こ
と

・
基
準
日
よ
り
過
去
1
年
間
、
要
介

　

護
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ
た
方

・
基
準
日
よ
り
過
去
1
年
間
、
介
護

　

保
険
サ
ー
ビ
ス
（
１
週
間
ま
で　

　

の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
を
除

　

く
）
を
利
用
し
て
い
な
い
方

・
支
給
対
象
者
及
び
被
介
護
者
が
市

　

民
税
非
課
税
世
帯
の
方

　
　
　

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課

☎
58
︲
２
１
１
１

（
内
線
１
１
５
３
、１
１
５
４
）

問

き
め
細
か
な
就
職
支
援
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
「
い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ
ン

タ
ー
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

▼
サ
ー
ビ
ス
内
容
（
す
べ
て
無
料
で

　

す
。）

・
職
業
紹
介
＝
就
職
の
あ
っ
せ
ん

・
就
職
相
談
＝
就
職
に
関
す
る
ア
ド

　

バ
イ
ス
な
ど

・
内
職
相
談
＝
内
職
紹
介
、
あ
っ
せ

　

ん  

 

・
職
業
適
職
診
断
＝
求
職
者
の
興         

　

味
・
関
心
・
志
向
な
ど
の
診
断

・
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
＝
就

　

職
に
関
す
る
悩
み
の
相
談
な
ど

・
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
け
ん
な
ん
＝
若
者

　

の
仕
事
探
し
の
お
手
伝
い

▼
相
談
時
間
＝
平
日
9
時
～
正
午

　

午
後
１
時
～
４
時

　
　
　

い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ
ン

タ
ー
県
南
地
区
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
︲
８
２
５
︲
３
４
１
０

　

土
浦
市
真
鍋
５
︲
17
︲
26　

土
浦

　

合
同
庁
舎
３
階

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
け
ん
な
ん

☎
０
２
９
︲
８
２
５
︲
２
８
２
２

は
か
り
の
定
期
検
査
を

実
施
し
ま
す

　

取
引
・
証
明
に
使
用
す
る
は
か
り

（
計
量
器
）
は
、
計
量
法
に
よ
り
２

年
に
１
回
定
期
検
査
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、
茨
城
県
計
量
検
定
所
立

会
い
の
も
と
、
次
の
と
お
り
定
期
検

査
を
実
施
し
ま
す
。
後
日
、
受
検
者

に
は
通
知
は
が
き
を
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
は
か
り
の
数
が
膨
大
ま
た

は
運
搬
が
著
し
く
困
難
な
場
合
は
、

別
途
料
金
に
な
り
ま
す
が
、
計
量
士

に
よ
る
巡
回
検
査
の
制
度
も
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
谷
和
原
庁
舎
産
業
政
策

課
、
ま
た
は
茨
城
県
計
量
検
定
所
あ

て
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
及
び
検
査
会
場
な
ど

◎
９
月
12
日
㈬

検
査
会
場
：
谷
和
原
庁
舎
北
側
公
用

車
駐
車
場

○
小
絹
・
谷
原
地
区
＝
午
前
10
時
30

　

分
～
正
午

○
十
和
・
福
岡
地
区
＝
午
後
１
時
～

　

３
時

◎
９
月
13
日
㈭

検
査
会
場
：
伊
奈
公
民
館
会
議
室

○
小
張
・
豊
・
谷
井
田
地
区
＝
午
前

　

10
時
30
分
～
正
午

○
三
島
・
東
・
板
橋
地
区
＝
午
後
１

　

時
～
３
時

▼
持
参
す
る
も
の

　

①
は
か
り
（
分
銅
、
お
も
り
も
必

　

ず
持
参
）

　

②
印
鑑

　

③
手
数
料
（
１
台
当
り
５
２
０
円

　

～
３
千
円
程
度
）

　

④
受
検
通
知
は
が
き（
後
日
郵
送
）

※
新
規
に
購
入
し
た
は
か
り
、
計
量

士
に
よ
る
検
査
を
し
た
は
か
り
は
、

今
回
の
定
期
検
査
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

谷
和
原
庁
舎
産
業
政
策
課

☎
58
︲
２
１
１
１（
内
線
８
１
４
４
）

茨
城
県
計
量
検
定
所

☎
０
２
９
︲
２
２
１
︲
２
７
６
３

問

身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ    

大
会
を
開
催

　

県
南
地
域
の
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会
が
8
月
4
日
㈯
午
前
9
時
30

分
か
ら
常
総
運
動
公
園　

総
合
体
育

館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
県
南
地
域
８

市
町
村
が
集
い
、個
人
競
技
５
種
目
、

団
体
競
技
２
種
目
を
行
い
ま
す
。

　

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課

☎
58
︲
２
１
１
１

（
内
線
１
１
５
３
、１
１
５
４
）

問 系
を
平
成
20
年
度
に
統
合
し
、
上
水

道
事
業
の
経
営
の
合
理
化
と
安
定
化

を
図
り
、
統
一
さ
れ
た
水
道
事
業
経

営
を
す
る
た
め
、
水
道
運
営
審
議
会

に
お
い
て
、
水
道
料
金
・
加
入
分
担

金
等
の
統
一
に
つ
い
て
審
議
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

水
道
事
業
所
水
道
課

☎
58
︲
２
１
１
１

（
内
線
９
１
７
１
～
９
１
７
４
）
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